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状態区分 
１～３割で利用できる 

限度額 

要支援１ ５，００３円／月 

要支援２ １０，４７３円／月 

要介護１ １６，６９２円／月 

要介護２ １９，６１６円／月 

要介護３ ２６，９３１円／月 

要介護４ ３０，８０６円／月 

要介護５ ３６，０６５円／月 

 

介護保険の状態区分 

一 次 判 定 ・ 二 次 判 定 

【非該当】 

認 定 調 査

【要介護】 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

【要支援】 

要支援１ 

要支援２ 

●（介護予防）居宅療養管理指導 

●（介護予防）特定施設入居者生活介護 

●（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

●（特定介護予防）福祉用具販売 

●（介護予防）住宅改修費支給 

●地域密着型特定施設入居者生活介護 

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

※内容によっては支給限度額が適用される

場合もあります。 

要支援１，２ 要介護１～５と認定された人は、それぞれ月々に利用できる金

額に上限が設けられています。 

限度額の範囲内でサービスを利用した場合には 1 割～3 割の自己負担で利用で

きますが、限度額を超えて利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
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状態区分 要介護区分の状態像 

自立 

（非該当） 

介護保険の対象者ではないが、生活機能が低下している虚弱高齢者な

ど、将来的にその危険性が高い人（特定高齢者）。 

予

防

給

付 

要支援１ 

介護が必要とならないよう支援が必要で、次に該当しない人。 

・疾病や外傷などで心身の状態が安定していない。 

・認知機能や思考および感情に支障があり適切な理解が困難 

要支援２ 
要支援１の状態よりわずかに低下が見られ、何らかの支援が必要な

人。 

介

護

給

付 

要介護１ 
薬の服用、電話の利用など手段的日常生活動作の能力が低下し、部分

的な介護が必要な人。 

要介護２ 
歩行や起き上がりなど、身の回りの日常生活全般に部分的な介護が必

要な人。 

要介護３ 
日常生活および手段的日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介

護が必要な人。 

要介護４ 
移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排せつも自分で行

うことがほぼ不可能な人。 

要介護５ 
さらに能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが、ほぼ不可

能な人。 

●介護予防サービス（予防給付）

介護保険の対象者だが要介護状

態が軽く、生活機能が改善する可

能性の高い人など。 

●介護サービス（介護給付） 

介護保険のサービスによっ

て、生活機能の維持・改善

を図ることが適切な人な

ど。 

☎（０１５６）２２－８５２０ 

       ２２－９２２２ 

本別町西美里別６－１５ 


	R2.fukusimap-p6
	R2.fukusimap-p7

